
水
戸
地
方
法
務
局
取
手
出
張
所
で
は
、
不
動
産

登
記
及
び
商
業
・
法
人
登
記
の
オ
ン
ラ
イ
ン
申

請
が
始
ま
り
ま
し
た

○法務省ホームページ（不動産登記の電子申請について）
　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji72.html
○法務省ホームページ（商業法人登記の電子申請について）
　http://www.moj.go.jp/MINJI/minji60.html
○法務省オンライン申請システムのページ
　http://shinsei.moj.go.jp/

　◆問い合わせ先
　　  水戸地方法務局取手出張所　☎ 0297 - 83 - 0057

老
人
保
健
・
国
民
健
康
保
険
前
期
高
齢
者
証
で
医
療
を
受
け
て
い
る
方
へ

減
額
認
定
の
要
件

○
老
人
保
健

低
所
得
Ⅱ

　

同
一
世
帯
の
世
帯
員
全
員
が
住
民

　

税
非
課
税
の
方

低
所
得
Ⅰ

　

同
一
世
帯
の
世
帯
員
全
員
が
住
民

　

税
非
課
税
で
、
そ
の
世
帯
の
各
所

　

得
が
必
要
経
費
・
控
除
（
年
金
の

　

所
得
は
控
除
額
を
80
万
円
と
し
て

　

計
算
）
を
差
し
引
い
た
と
き
に
０

　

円
と
な
る
方
。

○
国
民
健
康
保
険
前
期
高
齢
者

低
所
得
Ⅱ

　

同
一
世
帯
の
世
帯
主
と
国
保
被
保

　

険
者
が
住
民
税
非
課
税
の
方

低
所
得
Ⅰ

　

同
一
世
帯
の
世
帯
主
と
国
保
被
保

　

険
者
が
住
民
税
非
課
税
で
、
そ
の

　

世
帯
の
各
所
得
が
必
要
経
費
・
控

　

除
（
年
金
の
所
得
は
控
除
額
を
80

　

万
円
と
し
て
計
算
）
を
差
し
引
い

　

た
と
き
に
０
円
と
な
る
方
。

老
年
者
に
係
る
住
民
税
非

課
税
措
置
の
廃
止
に
伴
う

経
過
措
置

　
『
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
』
を
お
持
ち
で
す
か
。
こ

の
認
定
証
の
交
付
を
受
け
る
と
、
入
院
時
の
自
己
負
担
金
と
食
事
代
が
減

額
さ
れ
、
さ
ら
に
外
来
の
場
合
で
も
医
療
費
が
高
額
に
な
っ
た
と
き
の
自

己
負
担
限
度
額
が
低
く
な
り
ま
す
。

　

こ
の
認
定
証
の
交
付
に
は
、
申
請
が
必
要
で
す
。
有
効
期
限
は
申
請
月

の
初
日
か
ら
申
請
月
以
降
最
初
の
7
月
31
日
ま
で
で
す
の
で
、
現
在
認
定

証
を
お
持
ち
の
方
に
つ
い
て
も
、
８
月
１
日
以
降
に
再
度
申
請
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
前
期
高
齢
者
と

　

は
、
平
成
14
年
10
月
１
日
以
降

　

に
70
歳
に
到
達
し
た
国
保
被
保

　

険
者
の
方
で
す
。

※
住
民
税
未
申
告
の
世
帯
に
つ
い

　

て
は
判
定
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、

　

申
告
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な

　

り
ま
す
。
ま
た
、
世
帯
構
成
変

　

更
な
ど
に
よ
り
年
度
途
中
か
ら

　

該
当
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

◆問い合わせ先
　市伊奈庁舎国保年金課
　☎ 58 - 2111
　・国民健康保険係（内線1186）
　・老人保健係（内線1187）

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
次
の
よ
う
な

取
扱
い
に
変
わ
り
ま
し
た
。

●
不
動
産
及
び
商
業
・
法
人
の
登

　

記
申
請
を
、
現
行
の
書
面
に
よ

　

る
登
記
申
請
に
加
え
て
、
イ
ン

　

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
し
て
行
う

　

こ
と
も
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

●
登
記
事
項
証
明
書
の
交
付
を
、

　

オ
ン
ラ
イ
ン
で
請
求
す
る
こ
と

　

が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。
オ
ン

　

ラ
イ
ン
で
申
請
さ
れ
た
も
の
は
、

　

郵
送
さ
れ
ま
す
。

●
従
来
、
登
記
完
了
と
と
も
に
交

　

付
し
て
い
た
「
登
記
済
証
（
権

　

利
証
）」
は
廃
止
さ
れ
、「
登
記

　

識
別
情
報
の
通
知
」
及
び
「
登

　

記
完
了
証
」
を
交
付
す
る
こ
と

　

と
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
現
在
、
所
有
者
の
方
が

　

持
っ
て
い
る
登
記
済
証
（
権
利

　

証
）
は
、
今
後
も
書
面
申
請
に

　

お
い
て
、
登
記
義
務
者
を
証
明

　

す
る
書
類
と
し
て
利
用
す
る
こ

　

と
が
認
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

●
水
戸
地
方
法
務
局
取
手
出
張
所

　

管
轄
の
一
筆
の
土
地
ま
た
は
一

　

個
の
建
物
ご
と
に
「
不
動
産
番

　

号
」
が
付
け
ら
れ
ま
す
。

　
「
不
動
産
番
号
」
は
登
記
事
項
証

　

明
書
、
登
記
完
了
証
な
ど
に
表
示

　

さ
れ
ま
す
。

●
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
登
記
申
請
に

　

つ
い
て
の
詳
し
い
手
続
き
に
つ
い

　

て
は
、
次
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
。

（
平
成
18
年
８
月
か
ら
２
年
間
）

　

国
保
（
国
民
健
康
保
険
）
は
、
病
気
や
ケ
ガ
に
備
え
て
加
入
者
が
保
険

税
を
出
し
合
う
相
互
扶
助
の
制
度
で
す
。
保
険
税
の
決
め
方
や
納
め
方
に

つ
い
て
理
解
を
深
め
、
納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
納
め
る
方

　

保
険
税
を
収
め
る
納
付
義
務
は
、

国
保
の
加
入
者
で
あ
る
な
し
に
か
か

わ
ら
ず
、
各
世
帯
の
世
帯
主
に
あ
り

ま
す
。

●
い
つ
か
ら
納
め
る
か

　

国
保
に
加
入
す
る
資
格
が
発
生
し

た
月
か
ら
納
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
。
届
け
出
を
出
し
た
日
で
は
あ
り

ま
せ
ん
の
で
、
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

●
口
座
振
替
の
ご
案
内

　

保
険
税
の
納
付
を
口
座
振
替
に
す

る
と
、納
め
忘
れ
が
な
く
な
る
の
で
、

忙
し
い
方
、
不
在
が
ち
な
方
に
便
利

で
す
。

○
申
し
込
み
の
手
続
き
に
必
要
な
も

　

の
・
預
（
貯
）
金
通
帳

・
印
鑑
（
通
帳
の
届
出
印
）

・
納
税
通
知
書

☆
こ
れ
ら
を
持
っ
て
、
市
指
定
の
金

　

融
機
関
へ

●
保
険
税
の
決
ま
り
方

　

市
町
村
の
そ
の
年
度
の
医
療
費
の

総
額
を
推
計
し
、
国
な
ど
の
補
助
金

な
ど
を
差
し
引
い
た
額
を
保
険
税
と

し
て
各
世
帯
に
割
り
当
て
ま
す
。
保

険
税
の
割
り
当
て
方
は
、
左
の
４
つ

の
項
目
か
ら
決
定
し
、
１
世
帯
当
た

り
の
保
険
税
が
決
ま
り
ま
す
。

その年度に予想される医療費

病気など
　で払う
　一部負担金

国などの
補助金

保険税

平成18年度の医療給付費分及び
介護納付金分に係る税率

○所得割
　世帯の所得に応じた計算
○資産割
　世帯の資産に応じた計算
○平等割
　１世帯当たりにいくらと計算
○均等割
　世帯の加入者数に応じた計算

　国民健康保険制度は、いざというときに安心してお医者さんにかかれるように、みんなで支え合う助け合いの制度で
すが、その財政は、近年の医療費の増加に加え、長引く景気低迷による被保険者の所得の低下などにより、大変厳しい
状況に陥っています。そこで、国民健康保険事業の安定的運営を図るために、平成18年度の国民健康保険税の税率につ
いて次のとおり改正することになりました。
　国民健康保険被保険者の皆様のご理解とご協力をお願いします。

区　分
基 礎 課 税 額 分 介護分（40 ～ 64歳の方）

改正前税率 改正後税率 改正前税率 改正後税率

所　得　割
（前年中の所得による）

旧 伊 奈 町 7.0％
➡ 8.0％

旧 伊 奈 町 0.7％
➡ 0.9％

旧谷和原村 7.0％ 旧谷和原村 0.8％

資　産　割
（固定資産税による）

旧 伊 奈 町 50.0％
➡ 35.0％

旧 伊 奈 町 9.0％
➡ 5.0％

旧谷和原村 35.0％ 旧谷和原村 5.0％

平　等　割
（１世帯当たり）

旧 伊 奈 町 15,000円
➡ 20,000円

旧 伊 奈 町 3,300円
➡ 4,000円

旧谷和原村 20,000円 旧谷和原村 4,000円

均　等　割
（加入者１人当たり）

旧 伊 奈 町 11,000円
➡ 15,000円

旧 伊 奈 町 5,600円
➡ 6,000円

旧谷和原村 15,000円 旧谷和原村 6,000円

☆ 平 成 18 年 度 国 民 健 康 保 険 税 率 が 改 正 さ れ ま し た ☆

◆
問
い
合
わ
せ
先

　

市
伊
奈
庁
舎
国
保
年
金
課

　

☎
58
‐
２
１
１
１

　
（
内
線
１
１
８
１
、１
１
８
５
、

　

１
１
８
６
）

知っておきたい国保のポイント

　

老
年
者
に
係
る
住
民
税
非
課
税
措

置
の
廃
止
に
よ
り
低
所
得
世
帯
の
世

帯
員
の
う
ち
一
部
が
課
税
者
に
な
っ

た
が
、
そ
の
課
税
者
が
合
計
所
得
金

額
１
２
５
万
円
以
下
で
平
成
17
年
１

月
１
日
現
在
65
歳
以
上
の
方
の
み
の

場
合
は
、
同
一
世
帯
内
の
非
課
税
者

は
申
請
す
る
と
、
医
療
費
が
高
額
に

な
っ
た
と
き
の
自
己
負
担
限
度
額
お

よ
び
入
院
時
の
食
事
代
の
標
準
負
担

額
は
「
低
所
得
Ⅱ
」
が
適
用
さ
れ
ま

す
。




